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●ご相談の際は、ご本人確認のため年金手帳や年金証書等、基礎年金番号が分かる書類
をお持ちください。また、代理の方が相談に来られるときには、委任状および相談者
（代理人）の身分証明書または運転免許証が必要です。 
●「ねんきん特別便」に関する手続きで来所される場合は、「ねんきん特別便」をあわせ
てご持参願います。 ●問合先　美濃加茂社会保険事務所　1　 818125

日
頃
は
国
民
の
皆
さ
ま
に
年
金
記
録
問
題

お
よ
び
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
の
内
容
ご
確

認
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
多
大
な
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
、
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

現
在
、
多
く
の
皆
さ
ま
か
ら
「
ね
ん
き
ん

特
別
便
」
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
を
い
た

だ
い
て
い
る
関
係
で
、
社
会
保
険
庁
の
「
ね

ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
に
せ
っ
か

く
お
電
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
も
、
な
か

な
か
つ
な
が
ら
な
い
状
況
で
す
。
大
変
ご
迷

惑
を
お
か
け
し
て
い
る
こ
と
を
併
せ
て
深
く

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

た
だ
今
、
岐
阜
県
内
の
社
会
保
険
事
務
所

お
よ
び
岐
阜
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
一

人
で
も
多
く
の
方
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
応

対
す
る
た
め
に
、
６
月
ま
で
以
下
の
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
に
よ
り
、
平
日
の
年
金
相
談
窓
口
の

時
間
延
長
と
休
日
の
年
金
相
談
窓
口
を
開
設

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
電
話
に
よ
る
ご
相
談
も
、「
ね
ん

き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
と
併
せ
て

「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
も
利
用
で
き
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

６
月
30
日
（
月
）
ま
で
の
平
日
は
、
県
内

の
全
社
会
保
険
事
務
所
と
岐
阜
年
金
相
談
セ

ン
タ
ー
に
て
、
年
金
相
談
受
付
時
間
を
午
後

７
時
ま
で
延
長
し
て
い
ま
す
。

※
た
だ
し
、
５
月
15
日
（
木
）
は
岐
阜
年
金

相
談
セ
ン
タ
ー
（
オ
ー
キ
ッ
ド
パ
ー
ク
西

棟
内
３
階
）が
施
設
の
設
備
点
検
の
た
め
、

年
金
相
談
業
務
を
終
日
お
休
み
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

※
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
は
、
来
訪
相
談
の
専

用
窓
口
の
た
め
、
電
話
で
の
相
談
は
行
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。

県
内
全
社
会
保
険
事
務
所
・
岐
阜
年
金
相

談
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
実
施
日

５
月
24
日
（
土
）、
25
日
（
日
）、

31
日
（
土
）、
６
月
14
日
（
土
）、
21
日

（
土
）、
22
日
（
日
）

●
受
付
時
間

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

※
５
月
24
日
（
土
）、
25
日
（
日
）、
31
日

（
土
）
は
臨
時
的
に
一
部
の
オ
ン
ラ
イ
ン

シ
ス
テ
ム
を
稼
働
し
て
応
対
さ
せ
て
い
た

だ
く
関
係
で
、
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
後

日
あ
ら
た
め
て
回
答
さ
せ
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。

平
日
の
窓
口
相
談
時
間
の
延
長

休
日
等
の
年
金
相
談

お
詫
び


